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１ 愛媛県子ども・子育て会議委員名簿 

 
 ○愛媛県子ども・子育て会議 

分  野 氏  名 役     職 備考 

学 識 経 験 者 

金子 省子 愛媛大学名誉教授 会 長 

友川  礼 松山東雲女子大学准教授  

子ども・子育て 

支 援 事 業 

従 事 者 

藤岡 幸美 愛媛県保育協議会副会長  

二宮 一朗 
一般財団法人愛媛県私立幼稚園・認定こども園

協会理事長 
 

敷村 一元 えひめこどもの城園長  

小西 佳子 
越智郡上島町母子寡婦福祉会会長 

（元愛媛県母子寡婦福祉連合会会長） 
 

上田 晴雄 愛媛県小児科医会理事  

子 ど も の 

保 護 者 

神野  文 愛媛県ＰＴＡ連合会副会長  

伊藤 悟志 公募委員  

事業主代表者 池田 弘美 
一般社団法人愛媛県法人会連合会女性部会会

長 
 

労働者代表者 白石 浩司 日本労働組合総連合会愛媛県連合会事務局長  

関係行政機関 

職 員 

渡部 仁司 愛媛労働局雇用環境・均等室長  

高橋 邦光 
松山市こども家庭部副部長 

兼こどもえがお課長 
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２ 用語解説 
 
■ アルファベット ■■■ 
ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）（P71） 
現代的、社会的な課題に対して地球的な視野で考え、

自らの問題として捉え、身近なところから取り組み、
持続可能な社会づくりの担い手となるよう一人一人を
育成する教育。 
 

ＭＦＩＣＵ（母体・胎児集中治療室）（P96） 
切迫早産や胎児異常などの重篤な母体・胎児に対し

て、高度な医療の中で集中治療できる施設。 
 

ＮＩＣＵ（新生児集中治療室）（P96、98） 
小さく生まれた、予定より早く生まれた、病気を持

って生まれた等の新生児に対して、高度な医療の中で
集中治療ができる施設。 
 

■ あ行 ■■■ 
一般事業主行動計画（次世代法）（P127、154） 
次世代育成支援対策推進法に基づき、事業主が従業

員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備
や、多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって
策定するもの。計画期間や目標、その達成のための対
策と実施時期を定める。従業員 101 人以上の事業主は
策定・届出、公表・周知の義務を、同 100 人以下の事
業主は努力義務を負う。 
 

一般事業主行動計画（女性活躍推進法）（P127） 
女性活躍推進法に基づき、事業主が策定するもので、

職場の女性活躍に関する状況の把握・課題の分析等を
行い、計画期間や数値目標、取組内容、取組の実施時
期を定める。従業員 101人以上の事業主は策定・届出、
公表・周知の義務を、同 100 人以下の事業主は努力義
務を負う。 
 

医療的ケア児（P80、81） 

ＮＩＣＵ（新生児集中治療室）等に長期間入院した
後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの
吸引や経管栄養などの医療的ケアが必要な障がい児。 
 
インターンシップ（P70、115） 
生徒が事業所などの職場で働くことを通じて、職業

や仕事の実際について体験したり、働く人々と接した
りする学習活動。 
 

愛顔（えがお）の子育て応援事業（P125） 

県内紙おむつメーカー、市町と県との官民協働によ
り、第２子以降を出生された世帯に、紙おむつ製品の
購入の際に利用できる５万円分（約１年分）のクーポ
ン券を交付する事業。 
 

愛顔（えがお）の子育てトーク＆わーく応援プロ

グラム集（P119） 

家庭教育や子育てについて気軽に話し合う場を提供
するためのプログラム。 

 
えひめ学園（P84、94） 
不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家

庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要す
る児童を入所させるなどにより、個々の児童の状況に
応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせ
て退所した者について相談その他の援助を行うことを
目的とする児童自立支援施設として県が設置している
施設。 
 

えひめ学校・地域教育サポーター（P105） 
出前授業や施設見学等を通して、教育活動を支援す

る企業・団体等のこと。データベースに登録してホー
ムページに掲載し、各学校に情報提供をしている。 

 

えひめ教育月間（P119、123） 
「えひめ教育の日」と併せ、毎年 11月を「えひめ教

育月間」と定め、各学校や教育関係団体等が地域等に
おいて関連行事を集中的に実施し、県民の積極的な参
加を促すこととしている。 
 
えひめ教育の日（P119、123） 
教育に対する県民の意識・関心を高め、学校や行政

だけでなく、家庭や地域などが一体となって、本県教
育の推進を図るため、県民総ぐるみで愛媛の教育につ
いて考え、行動する契機となる日として、平成20年に、
教育関係団体で組織する「『えひめ教育の日』推進会議」
が、毎年 11月１日(県及び市町の教育委員会の発足日)
を「えひめ教育の日」と定めた。 
 
えひめ結婚支援センター（P43、44、116、117） 
未婚化・晩婚化対策のため、愛媛県が平成 20 年 11

月に開設した公的機関。企業・団体、市町、ボランテ
ィアなどと連携しながら、結婚支援イベント開催や 1
対 1 のお見合い（愛結び）を通じた出会いの場を提供
している。 
URL https://www.msc-ehime.jp/（えひめ結婚支援セ
ンターHP）  
 
愛媛県社会的養育推進計画（P1、4、5、6、10、84、
86） 
家庭養育優先原則を念頭に、こどもの最善の利益の

実現に向けて、愛媛県における社会的養育の体制整備
や考え方をまとめた計画。こどもの安全確保を最優先
とした上で、家庭支援を図るとともに、代替養育が必
要な場合については、児童養護施設や里親等の関係機
関の協力の下、こども一人一人の意向を踏まえた方針
決定ができる体制の整備を目指している。 
 
愛媛県少子化対策推進条例（P4） 
社会全体が一体となってさまざまな分野で少子化対

策に取り組み、県民が家庭や子育てに夢を持ち、安心
して子どもを生み育てることができる社会の実現に寄
与することを目的に、平成 26年９月議会に議員提案さ
れ、同年 10月 17日に公布・施行。 
 
愛媛県総合教育センター（P101、119） 
教育に関する専門的な調査及び研究、教職員の研修、

教育相談などに関する業務を行う施設。教育相談は、
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月～金曜日（年末年始、祝日を除く。）の 8:30～17:15
に受け付けている。 
 
愛媛県犯罪の起きにくい安全で安心なまちづくり
条例（P89、92、123） 
県民が安全で安心して暮らすことができる社会の実

現を目的に、「えひめ力の総結集」による自主防犯活動
の推進を理念とし、県の責務、県民及び事業者の役割、
地域活動団体の取組、市町への支援及び協力、協議会
等の推進体制の整備などの基本事項を定めた条例。（平
成 25年４月１日施行） 
 
愛媛県保育士・保育所支援センター（P101、128、
138） 
潜在保育士の再就職や、保育士資格取得を支援する

ことにより、こどもを安心して育てることが出来る体
制を整備することを目的とした施設。センターの運営
は、愛媛県社会福祉協議会に委託。 
 
愛媛県母子保健計画（P4） 
母子保健に関する効果的な施策を総合的に推進する

ため、「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進
に関する基本的な方針」で示された課題等を踏まえ策
定する県計画。 
 
えひめ広域スポーツセンター（P68、69） 
総合型地域スポーツクラブの創設・育成を支援する

ための組織。（公財）愛媛県スポーツ振興事業団内に設
置しており、ホームページ等による情報提供やクラブ
の創設・運営に関する助言などを行っている。 
 
えひめ児童生徒をまもり育てるサポート制度（P91、
92、123） 
学校と警察が相互に児童生徒の問題行動に関する情

報交換を行い、連携して非行を防止するなど、児童生
徒の健全育成を推進するための制度。 
 

えひめ性暴力被害者支援センター（ひめここ）（P90） 
性暴力に関する相談窓口で、性暴力被害者の尊厳を

守り、心身に受けた被害の軽減、当該影響からの早期
回復に資するため、被害者に対する専門の相談窓口機
能を持ち、必要に応じて、産婦人科医等による医療的
支援、臨床心理士等による心理的支援及び弁護士等に
よる法的支援のほか、関係機関への同行支援などワン
ストップで総合的な支援を行う。 
 

えひめ未来塾（P75、105、113） 
児童生徒等に対して地域の人材や ICT の活用等によ

る地域と学校の連携・協働した学習支援を行う取組。 
 

オーバードーズ（P94） 
医薬品を、決められた用法容量を超えてたくさん飲ん
でしまう「過剰摂取」のこと。最近、SNSの情報等によ
り。かぜ薬や咳止め薬などを、かぜや咳の症状を抑え
るためではなく、感覚や気持ちに変化を起こすために
大量に服用する事例が、若者を中心に広がりつつある。 
 

■ か行 ■■■ 
学校関係者評価（P104、105、112、128） 

 保護者、学校評議員、地域住民、その他学校関係者
などにより構成された評価委員会等が、その学校の教
育活動の観察や意見交換等を通じて、学校が行った自
己評価の結果について評価することを基本として行う
もの。 
 
学校トラブルサポートチーム（P91） 
生徒の重大な問題行動や保護者等から理不尽な要求

があった学校を専門的な立場から支援するためのチー
ム。弁護士、医師、大学教授、警察関係者等の専門家
で構成されている。 
 
学校評議員（P104、112） 
地域住民が学校経営に参画する仕組みを制度的に位

置付けるものとして導入された。校長は学校評議員か
ら得た意見を参考にしながら、特色ある開かれた学校
づくりを実現していくことができる。 
 
家庭教育支援チーム（P102、119） 
子育て経験者や専門家をはじめとする地域の多様な

人材で構成された自主的な集まり。身近な地域で子育
てや家庭教育に関する相談にのったり、親子で参加す
る様々な取組や講座等の学習機会、地域の情報等を提
供したりしている。 
 

危険ドラッグ（P94） 
覚醒剤、大麻等の規制薬物に似た作用をもつ成分や

規制薬物そのものが含まれることのある危険な薬物。 

 

キャリア教育（P46、52、60、68、70、82、87、111、
113、114） 
学校等において、望ましい職業観・勤労観及び職業

に関する知識や技能を身につけさせるとともに、自己
の個性を理解し、主体的に進路を選択する能力・態度
を育てる教育。 
 

教育課程理解促進研修（P68） 
こどもの資質・能力の育成に資する授業改善を推進

するために、教職員一人一人が学習指導要領の趣旨等
の理解をより深める研修会。 
 

合計特殊出生率（P13） 
その年次の15～49歳までの女性の年齢別出生率を合

計したもので、１人の女性が、その年次の年齢別出生
率で一生の間にこどもを生むと仮定したときのこども
の数に相当する。 
 
構造改革特区制度（P115） 
民間事業者や地方公共団体等の自発的な発案により、

特定の地域を対象に規制を緩和し、地域経済の活性化
を図ろうとする制度。 
URL  
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kouzou2/
index.html（内閣府 HP）  
 
高等職業訓練促進給付金（P79、125） 
 児童扶養手当支給の所得水準にある母子家庭の母又
は父子家庭の父が、就職を容易にするために必要な資
格取得に係る養成訓練の受講期間において支給される
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給付金。 
 
校内交流型（P107、129） 
 放課後子ども教室及び放課後児童クラブが連携して、
共働き家庭を含めたすべての児童が、放課後子ども教
室のプログラムに参加し、交流できるもののうち、同
一小学校内等で両事業を実施しているもの。 
 

心と体の健康センター（P86、87、94、110、116） 
精神保健福祉法に基づき、精神保健福祉の向上や精

神障害者の福祉の増進を図るために設置している。松
山市本町７丁目総合保健福祉センター内にある。 
 
こども家庭センター（P6，8、49、76、83、88、96、
98、120、138、147、149） 
すべての妊産婦、子育て世帯、こどもに対し、母子

保健・児童福祉の両機能が一体的に相談支援を行う市
町の機関。 
 
子どもの愛顔応援ファンド（P73、108、118、121、
129、155） 
広く県民や企業・団体の皆様の参画・協力を得て、

官民共同による本県独自の子育て支援策や地域の子ど
もの支援活動の拡充を図るため、令和元年10月に創設。 
 

子供の貧困対策に関する大綱（P73） 
子どもの貧困対策の推進に関する法律(昭和 26 年法

律第 64 号)において、子どもの貧困対策を総合的に推
進するため、政府が定めることと義務付けられている
大綱。 
 

子どもの貧困対策の推進に関する法律（P3、4、73） 
児童の権利に関する条約の精神にのっとり、子ども

の「将来」だけでなく「現在」の生活等に向けても子
どもの貧困対策を総合的に推進することを目的に整備
された法律。 
 

子ども療育センター（P80、81、120） 
肢体不自由児と重症心身障害児の療育を目的とした

児童福祉法に基づく児童福祉施設で、医療法に基づく
病院としての機能も有する、障害児に対する福祉・保
健・医療・教育が連携した総合的なサービスを提供す
る県内地域療育の拠点として平成19年４月１日に開所
した施設。医師、看護師、理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士、心理判定員、保育士、児童指導員など、
多職種の専門スタッフが、障害の軽減、社会生活に必
要な生活習慣の確立などの支援を行っている。 
 
個別の教育支援計画（P81、88、105） 
障がいのあるこども一人一人のニーズを正確に把握

し、教育の視点から適切な対応が行えるよう、教育、
医療、福祉等の関係機関が連携を図りつつ、乳幼児期
から学校卒業後までの長期的視点に立って、一貫して
的確な教育的支援を行うために作成した計画。 
 
個別の指導計画（P81、105） 
こども一人一人の障がいの状態等に応じたきめ細か

な指導ができるよう、学校の教育課程や指導計画等を
踏まえて、具体的な個別の指導目標や内容、方法等を

盛り込んだ指導計画。 
 
コミュニティ・スクール（P75、107、129） 
保護者や地域住民等が当事者意識を持って、学校や

地域の課題を共有し、協議する仕組みである学校運営
協議会を持つ学校。 
 
■ さ行 ■■■ 
里親（P5～10、43、46、65、67、77、83～85、88、
120） 
児童福祉法に規定されている里親制度の下で、要保

護児童を養育する「養育里親」、「専門里親」、養子縁組
によって養親になることを希望する「養子縁組里親」
などがある。 
里親制度は、何らかの事情により家庭での養育が困

難又は受けられなくなったこども等に、温かい愛情と
正しい理解を持った家庭環境の下での養育を提供する
制度。 
 
次世代育成支援対策推進法（次世代法）（P4、154） 
我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、次

代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成
される環境の整備を図るため、次世代育成支援対策に
ついて、基本理念を定めるとともに、国による行動計
画策定指針並びに地方公共団体及び事業主による行動
計画の策定等の次世代育成支援対策を迅速かつ重点的
に推進するために必要な措置を講ずることを定めた法
律。平成 15年７月 16日に公布され、平成 27年３月 31
日までの時限立法であったが、平成 26 年４月 23 日に
一部改正され、同法の有効期限は平成 37 年３月 31 日
まで 10年間延長となった。 
URL 
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/jisedai-suis
inhou-gaiyou.html（厚労省 HP） 
 
持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）（P71） 
現代的、社会的な課題に対して地球的な視野で考え、

自らの問題として捉え、身近なところから取り組み、
持続可能な社会づくりの担い手となるよう一人一人を
育成する教育。 
 
シックハウス症候群（P71、108、121） 
居住環境において化学物質等により汚染された空気

を起因とした健康障害の総称。近年の住宅の高気密化
による換気量の低下や化学物質を多量に用いた建材の
使用により、新築や改築後の住宅などで化学物質によ
る室内空気汚染などがあり、居住者に様々な健康被害
（疲労感、頭痛、めまい、吐き気、くしゃみ、鼻水、
目やのどの痛み、呼吸困難など）が生じている事例が
ある。 
 
指定管理者（P108、121） 
平成15年の地方自治法の一部改正により導入された

制度であり、公の施設の管理について、従来の公共的
団体等への管理委託制度に代わり、議会の議決を経て
指定される「指定管理者」に管理を委任するもの。指
定管理者の範囲については特に制約が設けられておら
ず、民間事業者も含まれる。 
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児童委員及び主任児童委員（P92、119、123） 
児童委員は、子育て、妊娠、出産、母子家庭などに

対して、相談・援助、行政サービスの紹介などを行う。
主任児童委員は、地域の児童健全育成活動や児童、妊
婦等への援助活動などに従事するほか、地域に配置さ
れている児童委員と関係機関との連絡調整なども行う。 
 
児童家庭支援センター（P6、8、83～85、88、91、
93） 
地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童、

母子家庭その他の家庭、地域住民その他からの相談に
応じ、必要な助言を行うとともに、保護を必要とする
児童またはその保護者に対する指導を行い、あわせて
児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整等を総合的
に行い、地域の児童、家庭の福祉の向上を図ることを
目的とする児童福祉法に定める施設。 
 
児童館（P50、52、53、65、69、107、108、112、120
～122、129） 
児童福祉法に定める児童厚生施設で、児童に健全な

遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにするこ
とを目的とする施設。 
 
児童虐待（P3、33、46、49、52、58、59、61、63、
67、83～85、96、98、117、133、143、138） 
保護者により子ども（18歳に満たない者）に加えら

れた行為で、子どもの心や身体を傷つけたり、健全な
育成や発達を損なう場合を言い、生命の危険のある暴
行等に限らず、心身に有害な影響を及ぼす言動を含む。
児童虐待の防止等に関する法律では①身体的虐待、②
性的虐待、③保護の怠慢・拒否（ネグレクト）、④心理
的虐待の４つの行為類型を児童虐待として規定してい
る。 
 
児童憲章（P4） 
子どもの健やかな成長を願って昭和 26 年（1951年）

５月５日の「こどもの日」に制定された子どものため
の権利宣言。子どもの社会保障・家庭・教育・労働・
文化・保護などの権利と、それに対する社会の義務と
責任をうたっている。 
 
児童自立生活援助事業（P8、85） 
義務教育終了後、児童養護施設等への入所措置が解

除されたこども等に対し、これらの者が共同生活を営
む住居等において、相談その他の日常生活上の援助及
び生活指導並びに就業支援を行い、併せてこれらの援
助の実施を解除された者に対して生活相談その他の援
助を行う事業。 
 
児童センター（P108、121） 
児童館の機能に加え、児童の体力増進に関する特別

の指導機能を併せ持った施設。 
 
児童相談所（P 6～9、33、49、65、67、75、83～85、
91～93、123） 
児童福祉法に基づき都道府県等に設置されている児

童福祉の専門機関。児童相談所は、児童に関する様々
な問題について家庭や学校などからの相談に対応し、
児童及びその家庭についての必要な調査並びに医学的、

心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定
やその判定に基づく必要な援助（指導、措置）、児童の
一時保護などの業務を行う。 
 
児童の権利に関する条約（P 4、48、65） 
18 歳未満のすべての子どもの保護と基本的人権の

尊重を促進することを目的として、平成元年（1989 年）
11 月 20 日に国連総会において全会一致で採択された
もので「子どもの権利条約」とも呼ばれている。我が
国は、平成 2年（1990年）９月 21日に条約に署名、平
成 6年（1994年）４月 22日に批准を行い（世界で 158
番目）、同年５月 22 日から発効している。条約では、
子どもは、保護され、支援されるべき存在として、「生
きる権利」、「育つ権利」、「守られる権利」及び「参加
する権利」の４つの権利を守ることとされている。 
URL  

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.h
tml（外務省 HP） 
 
児童扶養手当（P77～80、124） 
ひとり親世帯等の生活の安定と自立の促進に寄与す

るため、18歳に達する日以後の最初の３月 31日までの
間にある児童（障害児の場合は 20歳未満）を監護する
母、監護し、かつ生計を同じくする父又は養育者に対
して支給される手当。 
 
児童養護施設（P6、7、9、10、65、67、77、79、84、
85、88、102、120、140、155） 
保護者のいない児童（乳児は除く。ただし、安定し

た生活環境の確保その他の理由により特に必要のある
場合には乳児を含む。）、虐待されている児童その他環
境上養護を要する児童を入所させてこれを養護し、併
せて退所した者に対する相談その他の自立のための援
助を行うことを目的とする施設。 
 
社会的養育（P1、4～6、10、49、61、63、83、84、
86、133） 
社会がこどもの養育に対して保護者とともに責任を

持つという考え方に基づき、すべてのこどもを対象と
して支援を行うこと。 
 
社会的養護（P4、6、8、10、65、84、85、155） 
こどもの最善の利益及び社会全体でこどもを育むこ

とを理念とし、保護者のない児童や保護者に監護させ
ることが適当でない児童を公的責任で社会的に養育・
保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭へ
の支援を行うこと。 
 
周産期医療（P44、59、98） 
周産期とは、妊娠 22週から生後満７日未満までの期

間をいい、周産期医療とは、周産期を含めた前後の期
間において、母体・胎児や新生児の生命に関わる突発
的な緊急事態に対して、産科・小児科双方からの一貫
した体制で提供する医療をいう。 
 
周産期死亡率（P44、100） 
周産期死亡数は、妊娠満 22週以後の死産数と出生後

満７日未満の早期新生児死亡数を加えたものであり、
周産期死亡率とは、年間の 1,000 出産に対する周産期
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死亡数の比率である。なお、出産数は、出生数に妊娠
満 22週以後の死産数を加えたものである。 
 
就労活動促進費（P76、79、119） 
自ら積極的に就労活動に取り組む被保護者に対して、

活動内容をはじめ、一定の条件のもと、月額５千円を
支給するもの。 
 
就労自立給付金（P77、79、119） 
保護脱却時に、税や社会保険料等の負担が生じるこ

とを踏まえ、保護受給中の就労収入の一部を仮想的に
積み立て、保護廃止時に支給する給付金。 
 

授業評価システムガイドライン（P105、106） 
県内の小中学校において、組織的・継続的な授業改

善を行う授業評価システムを構築し、授業評価を基に
授業改善が円滑かつ効果的に実施されるよう県教育委
員会が平成 20年３月に作成したガイドライン。 
 
少年補導委員（P93） 
市町から委嘱され、街頭補導活動や相談活動、補導

少年に係る家庭・学校・警察への連絡・通告、環境浄
化活動、広報活動を行う者。 
 
少年補導センター（P93） 
青少年育成を目的として、市町に設置されている機

関。いじめ・不登校・非行といった子どもや若者とそ
の保護者が抱える悩みに対する相談活動をはじめ、非
行や不良行為を行っている者に対する街頭補導活動、
有害環境の浄化活動、各種イベントをはじめとする広
報啓発活動、就労支援、居場所づくりといった活動を
行う。 
 
食育（P68、76、77、97、102） 
健全な食生活を実践することができる人間を育てる

ため、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」
を選択する力を習得するもの。 
 
女性活躍推進法（P 126、127） 
女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力

ある社会の実現を図るため、女性の活躍推進に向けた
数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表や女性の
職業選択に資する情報の公表を事業主（国や地方公共
団体、民間企業等）に義務付けた法律。平成 27年９月
に公布・施行され、令和８年３月 31日を期限とする 10
年間の時限立法で、今後期限の 10年延長が予定されて
いる。 
 
ジョブカフェ愛 work（愛媛県若年者就職支援センタ
ー）（P114、115） 
愛媛県が松山市銀天街に設置し、若年者の就職支援

や人材育成に向けた取り組みを総合的に実施している。
行政や経済団体、企業、教育機関、保護者団体等が一
体となって設立した(一社)えひめ若年人材育成推進機
構によって運営されている。 
 

自立援助ホーム（P6、43、46、85） 
児童養護施設等を退所したこども等に対し、これら

の者が共同生活を営む住居において、相談その他の日

常生活上の援助及び生活指導、就業支援等を行い、こ
ども等の自立を支援する事業所。 
 
自立支援教育訓練給付金（P79） 
自立支援プログラムを策定しており、雇用保険法に

よる教育訓練給付の受給資格のない母子家庭の母又は
父子家庭の父が、教育訓練講座を受講し、修了した場
合にその経費の一部を支給する給付金。 
 
自立相談支援機関（P78） 
自立相談支援事業を行う機関であり、福祉事務所設

置自治体又は同自治体から委託を受けた団体。 
 
自立相談支援事業（P76、78） 
生活困窮者自立支援法に基づく事業で、生活困窮者

からの相談を受けて、生活困窮者が抱えている課題に
応じた支援計画を策定し、自立に向けて包括的、継続
的に支援を行うもの。 
 
新生児死亡率（P100） 
出生 1,000 人に対する生後４週（28 日）未満の死亡

数。 
 
新生児マススクリーニング検査（先天性代謝異常等
検査（P72、88、97、99、109） 
生後数日の赤ちゃんの足の裏から、ごく少量の血液

をろ紙にしみ込ませて、専門の検査機関に送り、問題
となる病気がないかどうか調べる検査のこと。 
 
スクールカウンセラー（P86、106、110） 
児童生徒や保護者等の抱える悩みを受け止め、学校

におけるカウンセリング機能の充実を図るために配置
している臨床心理に専門的な知識・経験を有する専門
家。 
 
スクールソーシャルワーカー（P75、86、92、106、
110、123） 
教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門

的な知識・技術を用いて、児童生徒の置かれた環境に
様々な方法で働きかけて支援を行う専門家。 
 
健やか親子 21（第２次）（P97、） 
「すべての子どもが健やかに育つ社会」の 10年後の

実現に向けた国民運動計画。 
 
成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に
対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するため
の施策の総合的な推進に関する法律（P4） 
成長過程にある者等に対し必要な成育医療を切れ目

なく提供するための施策を総合的に推進することを目
的に、平成 30 年公布・令和元年施行された。（略称：
成育基本法）国、地方公共団体、保護者、医療関係者
等の責務を明記し、保護者並びに妊産婦の支援を含め、
教育、医療、福祉等、関係分野の連携を規定している。 
 
生活困窮者自立支援法（生活困窮者自立支援制度）
（P75～78、108、119、129） 
 生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対する自立
支援策の強化を図るため、自立相談支援事業の実施、
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住居確保給付金の支給その他の支援を行うことを定め
た法律。（平成 27年４月１日施行） 
 
セーフティーリーダー（P93） 
交通の安全や円滑のために、各種活動のリーダーと

して活躍している道路交通法（第 108条の 29）に規定
する特別職の地方公務員である。県公安委員会が地域
交通安全活動推進委員として委嘱している。 
 
総合型地域スポーツクラブ（P68、69、75、88） 
地域住民の自主的、主体的な運営により、こどもか

ら高齢者まですべての世代の人が、身近な学校や公共
スポーツ施設等を活用しながら、生涯を通してスポー
ツに親しめる環境づくりを目指して活動しているスポ
ーツクラブ。 
 
総合周産期母子医療センター（P96、98） 
ＭＦＩＣＵやＮＩＣＵなどを備え、合併症妊娠や重

い妊娠高血圧症候群、切迫早産など、リスクの高い妊
娠に対する医療や高度な新生児医療を提供する周産期
医療の中核施設。 
 
■ た行 ■■■ 
タンデムマス法（P97） 
タンデムマスとは「タンデム型質量分析計」という

測定機器のことであり、タンデムマス法とは、この機
器を使って、血液ろ紙１回の分析でたくさんの病気を
調べることができる検査法のこと。 
 
地域学校協働活動（P75、76、105、108、129） 
地域と学校の連携・協働のもと、こどもが地域全体

に見守られ、安心して健やかに育まれる環境づくりを
推進するために必要な活動。 
 
地域学校協働活動推進員（P108、129） 
教育委員会から委嘱を受け、教育委員会の施策に協

力し、地域と学校との情報共有や地域学校協働活動を
行う地域住民等への助言その他の援助を行う人。 
 
地域コーディネーター（P108、129） 
学校支援の活動や放課後子ども教室等の活動におい

て、地域住民等と学校との連絡調整を行う人。 
 
地域周産期母子医療センター（P96、98） 
産科及び小児科（新生児診療を担当するもの）等を

備え、母体や胎児、新生児に対する比較的高度な医療
を提供できる施設。 
 
地域若者サポートステーション（P86、111、114、
115） 
働くことに悩みを抱えている人やその家族に対し、

専門的な相談、各種セミナー、職場体験、他の就労支
援機関との連携を通じて、職業的自立を支援する拠点。 
 

低出生体重児（P49、96、97、100） 
出生児の体重が 2,500g 未満の新生児のことをいう。

出生体重が 1,500g 未満の新生児を極低出生体重児、
1,000g未満の新生児を超低出生体重児といい、低出生
体重児には極低出生体重児も超低出生体重児も含まれ

る。 
 
登下校防犯プラン（P89、） 
平成 30年５月、新潟市で下校中の児童が殺害される

事件が発生したことを受け、登下校時のこどもの安全
確保に関する関係閣僚会議において、登下校時におけ
る総合的な防犯対策を強化するため、 
①地域連携の場の強化 
②通学路の合同点検の徹底及び整備・改善 
③不審者情報等の共有及び迅速な対応 
④多様な担い手による見守り活動の活性化 
⑤子供の危険回避に関する対策の推進 

を柱に、登下校時のこどもの安全確保に関する対策を
取りまとめたもの。（平成 30年６月 22日決定）" 
 
特別支援学校のセンター的機能（P81、82） 
特別支援学校が有する特別支援教育に係る専門的な

知識・技能を生かし、地域における特別支援教育のセ
ンターとしての役割を果たすこと。小・中学校等の要
請に応じて、発達障がいを含む障がいのある幼児児童
生徒の教育に関する相談や情報提供、教員に対する研
修協力、施設・設備の提供等を行う。 
 

■ な行 ■■■ 
ニート（P86、111、113、115） 
NEET（Not in Education, Employment or Training）

15～34歳で、非労働力人口（仕事をしていない、また
失業者として求職活動をしていない者）のうち、家事
も通学もしていない者。 
 
乳児死亡率（P44、100） 
出生 1,000 人に対する生後１年未満の死亡数。 

 
認可外保育施設（P102、144） 
児童福祉法による認可を受けないで、保護者との私

的契約により乳児または幼児を保育する施設で、ベビ
ーホテル・事業所内保育・その他の施設（託児所等）
がある。 
 
妊産婦等生活援助事業（P6、8、98、100） 
家庭生活に支障が生じている特定妊婦その他これに

類する者及びその者の監護すべき児童を、生活すべき
住居に入居させ、又は当該事業に係る事業所その他の
場所に通わせ、食事の提供その他日常生活を営むのに
必要な便宜の供与、児童の養育に係る相談及び助言、
母子生活支援施設その他の関係機関との連絡調整、特
別養子縁組に係る情報の提供その他の必要な支援を行
う事業。 
 
妊婦の日（P97） 
愛媛県産婦人科医会が中心となり、「いいお産

（1103）」の語呂合わせで、毎年 11 月３日に「良い子
を産み育てる妊婦の日」として専門家からのアドバイ
スやコンサートなどのイベントを実施している。40回
以上の歴史を持つ。 
 
■ は行 ■■■ 
パーマネンシ―保障（P67、） 
 こどもの最善の利益を図るための「永続的な家族関
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係をベースにした家庭という育ちの場」を保障するこ
と。 
 
発達障がい（P81、82） 
 比較的低年齢で現れ始める行動やコミュニケーショ
ン・対人交流、学習の問題を主とする脳の機能障害。
広汎性発達障害（自閉症、アスペルガー症候群等）、注
意欠陥多動性障害、学習障害等があり、知的な遅れを
伴う場合と 伴わない場合がある。知的な遅れを伴わな
い場合は、見た目で分かりにくく、周囲の理解が得ら
れにくい。 
 
ファミリーハウスあい（P73、99、109、120） 
小児慢性特定疾病児等長期にわたり医療施設におい

て療養を必要とする児童の家族が付き添いのために滞
在できる木造２階建ての宿泊施設で、県立中央病院の
南側に位置する。 
 

ファミリーホーム（P6、8～10、46、67、84、88） 
家庭で暮らせないこどもを養育者の家庭に迎え入れ

て養育する家庭養護で、５人から６人のこどもを預か
り、基本的な生活習慣や豊かな人間性・社会性を養う
こと等を目的とする住居。 
 
フィルタリングサービス（P90、91） 
携帯電話事業者等が提供するサービスで、有害なサ

イトへのアクセス制限など、青少年が安全・安心にイ
ンターネットを利用できるようにサポートする。 
 

フッ化物洗口（P68） 
むし歯予防を目的に、一定濃度のフッ化ナトリウム

を含む水溶液で 30秒～１分間洗口（ぶくぶくうがい）
をすること。 
 

不妊専門相談センター（P44、98、100） 
不妊で悩む夫婦等を対象に、専門の医師等が不妊に

関する相談指導・情報提供及び専門相談員の研修等を
行う機関。愛媛県では愛媛大学に設置している。 
 

フリースクール（P75、110） 
一般に、不登校の児童生徒に対し、学習活動、教育

相談、体験活動等などの活動を行っている民間の施設。 
 

プレコンセプションケア（P72、88） 
若い男女が、将来の妊娠を含むライフプランを考え

て、日々の生活や健康と向き合うこと。 

 

フレックスタイム制度（P127） 
一定期間（清算期間）においてあらかじめ定めた総

労働時間の範囲内で、労働者が各日の始業及び終業の
時刻、労働時間を自ら決定できる制度。労働者は日々
の都合に合わせて、仕事と生活の調和を図りながら効
率的に働くことができる。 
 
放課後子ども教室（P43、75、105、107、112、122、
128、129） 
すべてのこどもを対象に、放課後や週末等に安全・

安心な子どもの活動拠点（居場所）を設け、地域住民
の参画を得て、こどもと共に勉強やスポーツ・文化活

動、地域住民との交流活動等の取組みを推進するもの。 
 
放課後児童クラブ（P 38、43、45、50～52、75、77、
80、107、108、112、122、128、129、140、148、150） 
保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就

学している児童に対し、授業の終了後等に学校の余裕
教室や児童館等を利用して、適切な遊びや生活の場を
提供するもの。 
 

放課後児童支援員（P43、80、85、107、108、112、
117、121、122） 
放課後児童クラブに配置され、クラブに参加する児

童の放課後等の遊びや生活を支援する職員で、保育士
などの資格を持ち、知事が行う研修を修了した者。 
 

母子及び父子並びに寡婦福祉法（P4、77） 
母子家庭、父子家庭及び寡婦に対する福祉施策の中

心となる法律。平成 26年の法改正（平成 26年 10月１
日施行）により、父子家庭への福祉の措置に関する章
が創設され、法律名も母子及び寡婦福祉法から改称さ
れた。 
 

ポジティブ・アクション（積極的改善措置）（P127） 
一般的には、社会的・構造的な差別によって不利益

を被っている者に対して、一定の範囲で特別の機会を
提供することなどにより、実質的な機会均等を実現す
ることを目的として講じる暫定的な措置のこと。 
 
母子父子寡婦福祉資金貸付金（P74、78、114） 
 母子福祉資金は、母子家庭の母に対して必要な資金
の貸付けを行い、経済的自立の支援や児童の福祉の増
進を図るもの。同様に、父子家庭の父には父子福祉資
金、寡婦には寡婦福祉資金の貸付制度がある。 
 
母子・父子自立支援員（P77～80、124） 
母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、都道府県

知事、市長及び福祉事務所設置町村長が委嘱する職員。
ひとり親家庭及び寡婦に対し、生活一般についての相
談指導や母子父子寡婦福祉資金に関する相談・指導を
行う。平成 26年 10月から、母子自立支援員を改称。 

 
母子・父子自立支援プログラム策定員（P77、79） 
ひとり親家庭の個々のケースに応じた支援メニュー

を組み合わせた自立支援プログラムを策定し、その自
立促進を支援する。 

 

■ ま行 ■■■ 
まもるくんの車（P47、95） 
会社等の業務用車両に「まもるくん」や愛媛県警察

の名称等が入ったステッカーを貼付し、業務を通じて
こどもの見守り・警戒活動を行い、登下校中等のこど
もを犯罪の被害や交通事故から守ることを目的とした
活動をする車、バイク。 
 
未熟児（P97） 
身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正

常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのもの
をいう。 
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メンタルヘルス（P97） 
精神面における健康のこと。女性のライフサイクル

の中で、出産前後の期間はうつ病の出現率が高いとさ
れており、出産や育児の不安に対する心のケアは大切
である。 
 
■ や行 ■■■ 
ユニバーサルデザイン（P70、108、121） 
障がいの有無、年齢、性別、人権等にかかわらず多

様な人々が利用しやすいようあらかじめ都市や生活環
境をデザインする考え方。 
URL 
https://www8.cao.go.jp/souki/barrier-free/bf-ind
ex.html（内閣府 HP） 
 
養育支援訪問事業（P88、140） 
市町が、乳児家庭全戸訪問事業の実施等により把握

した、保護者の養育を支援することが特に必要と認め
られるこどもや保護者に監護させることが不適当であ
ると認められるこども及び保護者又は出産後の養育に
ついて出産前に支援を行うことが特に必要と認められ
る妊婦に対し、その養育が適切に行われるよう、こど
も等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言
その他必要な支援を行う事業。 
 

要保護児童対策地域協議会（P6、75、83、85、98、
117、120、） 
要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特

定妊婦への適切な支援を図るため、児童福祉法に基づ
き、市町が、多数の関係機関等の円滑な連携・協力を
確保する枠組みとして設置する協議会。 
 
■ ら行 ■■■ 
リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（P96） 
「性と生殖に関する健康・権利」のこと。1994年に

エジプトのカイロで開かれた国際人口開発会議（ICPD)
にて提唱された概念。 
 
療育（P48、72、73、80、81、97、10、） 
障がいのあるこどもに対して、その成長や発達段階

に応じた適切な治療・訓練・教育等を提供すること。 
 
連携型（P107、129、） 
放課後子ども教室及び放課後児童クラブが連携して、

共働き家庭を含めたすべての児童が、放課後子ども教
室のプログラムに参加し、交流できるもの。 
 
労働力人口（P26、） 
15歳以上人口のうち、就業者（従業員及び休業者）

と完全失業者を合わせたもの。 
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第１目標「家庭を持つことや子育てに夢」が感じられる“えひめ”

１　次代の親づくり

01 10.1 ％ （H30） 11.0 13.5 15.0 18.0 90.5%     20.0 ％ (Ｒ６)

２　若者の自立と就労支援

02 97.9 ％ (H30) 97.2 97.4 98.3 97.0 ―  ➔  
95.6

※リーマンショック
前最高水準を維

持

％
以
上

（R６）

03 48.4 ％ (H30) 51.4 51.4 46.8 42.9 ―  ➔   増加 （R６）

04 112 人 (H30) 90 120 128 101 52.5%     200 人 (Ｒ６)

05 88.6 ％ (H30) 88.3 87.7 92.6 84.9 ―     増加 (R6)

３　若者の多様な交流と出会いの支援

06 1,056 組 (H30) 1,275 1,355 1,440 1,522 87.8%     1,800 組 (Ｒ６)

第２目標「命の誕生」が心から祝福される“えひめ”

１　切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策

07 89.4 ％ (H30) 91.7 90.7 90.6 91.8 ―   ➔  増加 (Ｒ６)

08 9.45 ％ (H30) 8.7 8.9 9.6 9.3 ―  ➔   減少 (Ｒ６)

09 95.6 ％ (H30) 93.4 94.2 91.2 94.3 ―     増加 (Ｒ６)

10 95.7 ％ (H30) 86.6 93.7 89.9 97.0 ―     増加 (Ｒ６)

11 83.7 ％ (H30) 84.1 85.3 87.2 89.4 ―     90.0
％
以
上

(Ｒ６)

２　妊娠・出産を見守り支える地域づくり

12 1.9 (H30) 3.3 3.2 4.2 2.9 124.1%    ➔ 3.6 (Ｒ６)

13 0.3 (H30) 0.4 0.6 0.8 0.3 264.7%     0.9 (Ｒ６)

14 1.4 (H30) 0.9 1.5 1.7 1.9 73.7%     1.4 (Ｒ６)

３　妊娠を望み、不妊に悩む人々への支援

15 64 日 (H30) 104 111 96 98 153.1%     64 日 (Ｒ６)

「第２期えひめ・未来・子育てプラン（後期計画）」進捗状況表（令和５年度末）

県内大学新規卒業者の就職決
定率（全体）

県内大学新規卒業者の就職決
定率（県内就職）

若年無業者の進路決定者数

産業技術専門校における就職
率

えひめ結婚支援センターの成
婚報告数

妊娠満11週以内の妊娠届出率

乳児死亡率（出生千対）

不妊専門相談開設日数

目
標

番号 目　標　指　標
基準値

（基準年度）

実　　　　　　　　績

目標値
（目標年度）

愛顔の子育て応援アプリ「き
らきらナビ」の男性利用者割
合

２
年度

３
年度

４
年度

５
年度

目標達成率
（直近実績比）

前年比

全出生数中の低出生体重児の
割合

１歳６か月児健康診査の受診
率

３歳児健康診査の受診率

むし歯のない３歳児の割合

周産期死亡率（出生千対）

新生児死亡率（出生千対）
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「第２期えひめ・未来・子育てプラン（後期計画）」進捗状況表（令和５年度末）

目
標

番号 目　標　指　標
基準値

（基準年度）

実　　　　　　　　績

目標値
（目標年度）２

年度
３
年度

４
年度

５
年度

目標達成率
（直近実績比）

前年比

参考資料

第３目標「家族・地域の愛情」で育む“えひめ”

１　地域で子どもを育む環境づくり（公的支援）

16 403 回 （H30） 168 182 290 360 81.4%     469 回 （R６）

17 75 企業 （H30） 86 92 97 99 96.2%     105 企業 （R６）

18 12,371 件 （H30） 16,349 23,327 31,217 40,810 193.4%     24,000 件 (Ｒ６)

19 88 か所 （H30） 89 90 90 93 101.1%   ➔  92 か所 (Ｒ６)

20 6 市町 (H30) 18 20 20 20 100.0%   ➔ ➔ 20 市町 (Ｒ６)

２　地域で子どもを育む環境づくり（民間と協働した支援）

21 98 ％ (H30) 100 100 100 100 102.0%  ➔ ➔ ➔ 98 ％ (Ｒ６)

22 12 か所 (H30) 13 13 13 13 100.0%  ➔ ➔ ➔ 13 か所 (Ｒ６)

23 2,182 件 （H30） 2,055 2,063 2,026 2,093 83.5%     2,400 件 (Ｒ６)

３　安心できる小児医療体制の整備

24 4 地域 (R1) 4 4 4 4 100.0% ➔ ➔ ➔ ➔ 4 地域 (R6)

25 毎日 (R1) 毎日 毎日 毎日 毎日 100.0% ➔ ➔ ➔ ➔ 毎日 (R6)

26 100 ％ (H30) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0% ➔ ➔ ➔ ➔ 100.0 ％ (Ｒ６)

第４目標「希望する幼児教育と保育」が受けられる“えひめ”

１　幼児期の教育・保育の充実

27 25 人 (R4) ― ― 25 9 100.0% ― ― ―  0 人 (R6）

28 74.3 ％ (R3) ― ― 74.5 77.5 96.4% ― ―   80.4 ％ (R6）

29 220 か所 (R3) ― ― 183 230 87.2% ― ―   273 か所 (R6）

30 11,374 人 (H30) 4,928 8,104 10,042 11,949 56.2%     21,280 人 (R6）

31 864 人 (H30) 1,177 1,303 1,437 1,564 82.0%     2,056 人 (R6）

32 100.0 ％ (H30) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0% ➔ ➔ ➔ ➔ 100.0 ％ (R6)

家庭教育を支援する講座・学
習会の開催回数

「えひめ家庭教育サポート企
業連携事業」協定締結企業数

愛顔の子育て応援アプリ「き
らきらナビ」の総ダウンロー
ド数

地域子育て支援拠点施設設置
か所数

県内医療機関等における新生
児マススクリーニング検査の
実施率

待機児童数

施設型給付に係る処遇改善等
加算Ⅱの取得率

一時預かりの実施施設数

病児・病後児保育（ファミサ
ポ事業［病児緊急対策強化事
業を含む］）延べ利用者数

子育て支援員認定数

子育て世代包括支援センター
設置市町数

愛顔の子育て応援事業におけ
る紙おむつ購入券の交付率

ファミリー・サポート・セン
ターの設置か所数

「えひめのびのび子育て応援
隊」登録店舗数

小児救急輪番制の実施地域数

小児救急医療電話相談の実施
日数

学校関係者評価の実施率（公
立）
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「第２期えひめ・未来・子育てプラン（後期計画）」進捗状況表（令和５年度末）

目
標

番号 目　標　指　標
基準値

（基準年度）

実　　　　　　　　績

目標値
（目標年度）２

年度
３
年度

４
年度

５
年度

目標達成率
（直近実績比）

前年比

参考資料

33 103 園 （H30） 110 112 106 108 114.9%     94 園 (R6)

34 74 か所 （H30） 100 108 113 120 93.4%     136 か所 (R6)

２　放課後児童対策の充実

35 14,142 人 （H30） 15,041 14,625 15,236 15,848 96.2%  ➔ ➔  16,478 人 (Ｒ６)

36 122 か所 (R1) 129 131 129 132 97.1%     137 か所 (R6)

37 1,120 人 （H30） 1,458 1,602 1,729 1,884 90.6%     2,300 人 (Ｒ６)

３　地域子ども・子育て支援の充実

38 20 か所 （H30） 30 30 30 31 88.6%  ➔ ➔  35 か所 （R６）

39 7 市町 （H30） 9 8 9 12 108.3%     12 市町 （R６）

40 2 市 （H30） 3 2 4 4 45.5%     11 市町 （R６）

第５目標「健やかな成長・自立」を支援する“えひめ”

１　豊かな人間性と生きる力の育成

23 回/年 (H25) 22  26 回/年 （R6）

41 23 回/年 (H25) 29 36 43 165.4%    26 回/年 （R6）

42 59.3 ％ (H30) 58.6 35.5 21.1 38.4 61.9%     62.0 ％ (R6)

43

210.4
※豪雨災
害復興支
援により実
績増

％ (H30) 95.8 89.9 101.8 114.3 55.8%     205 ％ (R６)

44 6,461 人 (H29) 5,167 5,103 3,962 4,041 56.1% ➔    7,100 人 (R4)

45 5.3 ％ (H27) ― 5.8 7.3 7.1 92.6%   ➔ 0 ％ (Ｒ６)

２　魅力ある学校づくり

46 100 ％ (H30) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0% ➔ ➔ ➔ ➔ 100.0 ％ (R6)

47 100.0 ％ (H30) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0% ➔ ➔ ➔ ➔ 100.0 ％ (R6)

48 199 件 (R1) 201 209 222 226 104.6%     218 件 (R6)

49 59.4 ％ (R1) 59.7 64.4 61.8 68.5 74.8%     100.0 ％ (R6)

利用者支援事業実施か所数

子育て短期支援（ショートス
テイ）実施市町数

子育て短期支援（トワイライ
トステイ）実施市町数

（R4.1～）
「えひめ食文化普及講座」の
実施回数（小学生～大学生対
象数）

インターンシップを体験した
ことのある高校３年生の割合

乳幼児保育、高齢者介護、奉
仕等の体験活動への参加者の
割合（高校生）

私立幼稚園等における預かり
保育実施園数

認定こども園の認可・認定数

放課後児童クラブの登録児童
数

放課後子ども教室の設置数

放課後児童支援員数

（～R3.12）
「えひめ食文化普及講座」の
実施回数（小学生対象数）

総合型地域スポーツクラブの
会員数

朝食を欠食する県民の割合
（小学生）

県立学校への学校評議員の設
置率

公立小中学校における学校評
議員（類似制度含む。）の設
置率

「 え ひ め 学 校 教 育 サ ポ ー
ター」登録企業・団体数

県立学校の教室へのエアコン
設置率
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「第２期えひめ・未来・子育てプラン（後期計画）」進捗状況表（令和５年度末）

目
標

番号 目　標　指　標
基準値

（基準年度）

実　　　　　　　　績

目標値
（目標年度）２

年度
３
年度

４
年度

５
年度

目標達成率
（直近実績比）

前年比

参考資料

50 28.4 ％ (R1) 44.3 82.1 100.0 100.0 100.0%   ➔ ➔ 100.0 ％ (R6)

51 80.3 ％ (H26) 96.7 97.3 97.6 97.9 97.9%     100.0 ％
(市町に
よる)

３　子どもの心や身体を、守り・育てる社会づくり
5
1
ˈ
1

96.0 ％ （R2） 96.0 100.0 100.0 100.0 100.0%  ➔ ➔ ➔ 100.0 ％ (R6)

5
1
ˈ
2

82.6 ％ （R2） 82.6 88.7 89.4 88.5 98.3%  ➔ ➔  90.0 ％ （R6）

52 100 ％ (H30) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0% ➔ ➔ ➔ ➔ 100.0 ％ (R6)

53 9 人 (H27) 6 8 7 6 100.0%     6 人 (Ｒ６)

54 4.7 (H30) 3.4 3.7 3.1 3.8 ―  ➔   減少 (Ｒ６)

55 323 人 (H30) 498 669 889 1,311 ―     減少 （R6)

56 1,067 人 (H30) 1,292 1,505 1,751 2,049 ―     減少 （R6)

57 282 人 (H30) 240.0 364 411 412 ―     減少 (R6)

第６目標「子どもに温もりのある暮らし」を保障する“えひめ”

１　児童虐待防止対策と社会的養育の充実

58
電話受付
対応のみ

電話受付
対応のみ

電話受付
対応のみ

電話受付
対応のみ ―  ➔ ➔ ➔

59 3 3 3 3 ―  ➔ ➔ ➔

60 8 市町 （H30） 11 15 14 17 85.0%     20 市町 （R６）

61 全 市町 (H30) 20 20 20 20 100.0% ➔ ➔ ➔ ➔
全市
町

(Ｒ6)

62 12 市町 (H30) 15 15 15 15 80.0%  ➔ ➔ ➔
全市
町

(Ｒ6)

6
2
ˈ
1

0 団体 (R4) ― ― 0 0 66.7% ➔  3 団体 (Ｒ6)

63 1 0 0 0 ―  ➔ ➔ ➔

64 11 施設 (H30) 11 12 12 12 100.0% ➔ ➔ ➔ ➔ 12 施設 (Ｒ6)

県立学校の普通教室における
電子黒板の整備率

学校の耐震化率（市町立小中
学校）

県の情報リテラシー向上アプ
リを授業等で活用した小中学
校の割合

未成年の自殺死亡数

十代の人工妊娠中絶率（人口
千対）

不登校児童数（公立小学校）

県立学校等での非行防止教室
の開催率

ネットトラブルにあっていな
い児童生徒の割合（小４～中
３）

要保護児童対策地域協議会に
おける調整担当者（専門研修
受講済）の配置

乳児家庭全戸訪問事業の実施
市町数

養育支援訪問事業の実施市町
数

児童養護施設・乳児院の改築
整備要望に対し、
積極的に支援

整備要望に対し、
積極的に支援

不登校生徒数（公立中学校）

不登校生徒数（県立高校等）

児童相談所における夜間・休
日相談体制の充実

中央児童相談所に夜
間休日の相談対応職
員を確保

中央児童相談所に夜間
休日の相談対応職員を
確保

一時保護所における環境改善
（個別対応化）

児童相談所の被虐待
児と非行児童などの
混合処遇状況の改善

児童相談所の被虐待児
と非行児童などの混合
処遇状況の改善

ヤングケアラー支援団体数

小規模化・地域分散化した施
設数（児童養護施設・乳児
院）
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「第２期えひめ・未来・子育てプラン（後期計画）」進捗状況表（令和５年度末）

目
標

番号 目　標　指　標
基準値

（基準年度）

実　　　　　　　　績

目標値
（目標年度）２

年度
３
年度

４
年度

５
年度

目標達成率
（直近実績比）

前年比

参考資料

65 4 か所 (H30) 6 6 6 7 150.0%  ➔ ➔  6 か所 (Ｒ6)

66 12 か所 (H30) 13 13 15 18 142.9%  ➔   14 か所 (Ｒ6)

67 141 世帯 (H30) 196 244 268 305 120.0%     260 世帯 (Ｒ6)

68 16.9 ％ （Ｈ30） 21.6 25.9 27.5 30.5 100.7%     30.4 ％ (Ｒ6)

69 0 市町 (H30) 2 2 5 7 55.0%  ➔   20 市町 (Ｒ6)

70 1 か所 (H30) 1 1 1 1 33.3% ➔ ➔ ➔ ➔ 3 か所 (Ｒ6)

２　共生への支援を要する子どもたちのサポート

71 3,227 人 (H29) 4,387 5,439 5,889 6,296 128.0%     4,917 人 (Ｒ２)

72 222 か所 (H29) 148 167 184 235 100.4%     230 か所 (Ｒ６)

73 87.5 ％ （H30) 97.3 98.6 98.3 99.3 99.3%   ➔  100.0 ％ （R6)

３　ひとり親家庭等の自立支援と子育て・生活支援の推進

74 54.4 ％
（H28
～30）

76.5 72.2 72.2 78.6 131.0%   ➔  60.0 ％ （R6)

75 100 ％
（H28
～30）

100.0 100.0 100.0 100 100.0%  ➔ ➔ ➔ 100.0 ％ （R6)

76 100 ％
（H28
～30）

100.0 100 100.0 66.7 66.7%  ➔ ➔  100.0 ％ （R6)

77 6
自
治
体

(H28
～30)

6 6 6 6 50.0% ➔ ➔ ➔  10
自
治
体

(R6)

第７目標「親子に安心な生活環境」を提供する“えひめ”

１　安心・安全なまちづくり

78 5,592 台 (H30) 8,308 9,283 9,822 9,916 ―     増加 (R6)

79 365 回 （H30) 164 241 248 358 ―     増加 （R６）

80 262 回 （H30） 162 204 246 279 ―     増加 （R６）

81 12,796 灯 (H30) 14,416 14,998 15,492 15,903 ―     増加 (R6)

２　保護者が実践する事故防止・防災対策

児童家庭支援センターの設置
数

障害児通所支援の利用児童数

ふれあい親善大使の派遣

個別の教育支援計画の作成が
必要な子どもの作成率

就業支援講習会受講生の就業
率

自立支援教育訓練費受給者の
就業率

自立援助ホームの設置数

ファミリーホームの設置数

養育里親の登録数

里親・ファミリーホームへの
児童の委託率

子ども家庭総合支援拠点を設
置する市町数

高等職業訓練促進給付金受給
者の就業率

ひとり親家庭学習支援ボラン
ティアの実施市町数

まもるくんの車（子どもの見
守りを行う営業用車両）の登
録数

不審者対応訓練の実施回数

児童生徒等に対する情報モラ
ル教室の実施回数

ＬＥＤ信号機の整備数
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「第２期えひめ・未来・子育てプラン（後期計画）」進捗状況表（令和５年度末）

目
標

番号 目　標　指　標
基準値

（基準年度）

実　　　　　　　　績

目標値
（目標年度）２

年度
３
年度

４
年度

５
年度

目標達成率
（直近実績比）

前年比

参考資料

82 59.1 ％ (R1) ― ― 78.5 73.4 81.1%   100.0 ％ （Ｒ６）

３　子育て家庭の遊び場等の整備

83 45 館 （H30） 46 46 46 46 102.2% ➔ ➔ ➔ ➔ 45 館 （R6)

84 365,250 人 （H30） 191,380 201,290 310,330 386,270 69.0%     450,000 人 （R5)

85 63.3 ％ (R1) 66.1 69.9 71.8 87.7 109.6%     80.0 ％ (R6)

第８目標「子育てと仕事の両立」を実現する“えひめ”

１　子育てしやすい職場環境づくり

86

女性
91.7
男性
4.8

％ (H29) ―

女性
90.5％
男性
14.3％

―

女性
87.1％
男性
28.5％

女性95.0％
男性35.6％

―  ― 

女性
91.7
男性
80.0

％ (Ｒ8)

643 件 (H30) 659 675 693    750 社 (Ｒ６)

21 件 (H30) 33 43 64    50 社 (Ｒ６)

87 9.3 年 (R4) 9.0 10.5 9.3 10.2 89%  11.4 年 (Ｒ６)

２　固定的性別役割分担意識の是正とライフスタイルの見直し

25.5 ％ （H26） ➔ 40.0 ％ （R2）

88 71.4 ％ (R1)

隔年実
施のた
め実績
値なし

74.8 72.9 68.8 88%    85.0 ％ （R12）

３　子育てと仕事の両立を支援する地域づくり

89 40.5 ％ (R1) 47.6 39.5 41.3 40.8 ―     向上 (Ｒ６)

(～R5.3)
えひめ仕事と家庭の両立応援
企業の上位認証件数

（R4.1～）
男女の地位が平等と感じる人
の割合（「平等になってい
る」及び「どちらかといえば
どちらかの性が優遇されてい
る」と感じる人の割合の合
計）

仕事と生活の調和の実現が図
られていると感じる人の割合

チャイルドシート等の着用率

児童館の設置数

えひめこどもの城の来園者数

バリアフリー化に配慮した県
営住宅戸数割合

育児休業取得率

(～R5.3)
えひめ仕事と家庭の両立応援
企業の認証件数

（～R3.12）
男女の地位が平等と感じる人
の割合

(R5.4～)
女性の平均勤続年数
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目　標　指　標 担当課

第１目標　こども・若者の最善の利益を第一に考える「こどもまんなか」”えひめ”

1
新
規

「こども施策に関して自身の意見が聴いても
らえている」と思うこども・若者の割合

20.3 ％ R5 70.0 ％ （R8）
少子化対策・
男女参画室

第２目標　「こども・若者に温もりのある暮らし」を保障する”えひめ”

1 総合型地域スポーツクラブの会員数 3,984 人 R6 4,300 人 （R９） 地域スポーツ課

2
えひめ食文化普及講座を受講後のアンケー
トで、「もう１度食べてみたい」と思う割合

92.0 ％ R5 90.0 ％ （R8） 農産園芸課

3
乳幼児保育、高齢者介護、奉仕等の体験活
動への参加者の割合（高校生）

114.3 ％ R5 120.0 ％ R11 高校教育課

4
インターンシップを体験したことのある高校３
年生の割合

38.4 ％ R5 64.5 ％ R11 高校教育課

5
新
規

県事業に参加し、プレコンセプションケアに
取り組む企業の数

― 社 R6 30

社

（
累
計

）

R8 健康増進課

6 小児救急輪番制の実施地域数 4
地
域

R6 4
地
域

R11 医療対策課

7 小児救急医療電話相談の実施日数 毎日 R6 毎日 R11 医療対策課

8
県内医療機関等における新生児マススク
リーニング検査の実施率

100.0 ％ R5 100.0 ％ R11 健康増進課

9 障害児通所支援の利用児童数 6,296 人 R5 7,402 人 （R8） 障がい福祉課

10
個別の教育支援計画の作成が必要な子ど
もの作成率

99.3 ％ R6 100.0 ％ R11 特別支援教育課

11 こども家庭センターを設置する市町数 8
市
町

R6 20
市
町

R8 子育て支援課

12 子育て短期支援事業実施市町数 12
市
町

R6 19
市
町

R11 子育て支援課

「愛媛県こども計画（R7～11）」目標指標一覧

基準値
（基準年度）

目標値
（目標年度）

参考資料
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目　標　指　標 担当課

13 児童家庭支援センターの設置数 1
か
所

R6 4
か
所

R11 子育て支援課

14 養育支援訪問事業の実施市町数 15
市
町

R6 16
市
町

R11 子育て支援課

15
小規模化・地域分散化した施設の箇所数
（児童養護施設・乳児院）

7
か
所

R6 18
か
所

R11 子育て支援課

16 養育里親の登録数 305
世
帯

R5 508
世
帯

R11 子育て支援課

17 里親・ファミリーホームへの児童の委託率 30.5 ％ R5 55.7 ％ R11 子育て支援課

18 ヤングケアラーピアサポーター活動回数 2 回 R6 10 回 (R9) 子育て支援課

第３目標　「親子に安心な生活環境」を提供する”えひめ”

1 十代の自殺死亡数 6 人 R5 減少 R11 健康増進課

2
児童生徒等に対する情報モラル教室の実施
回数

279 回 R5 290 回 R11
人身安全対策
・少年課

3
県のデジタル・シティズンシップ育成アプリを
授業等で活用した小中学校の割合

100.0 ％ R5 100.0 ％ R11 義務教育課

4
ネットトラブルにあっていない児童生徒の割
合（小４～中３）

88.5 ％ R5 93.7 ％ R11 義務教育課

5
まもるくんの車（子どもの見守りを行う営業
用車両）の登録数

7,489 台 (R6)
※年中

増加 R11 生活安全企画課

6 不審者対応訓練の実施回数 358 回 R5 増加 R11 生活安全企画課

7 ＬＥＤ信号機の整備数 15,903 灯 R5 増加 R11 交通規制課

8 チャイルドシート等の着用率 81.1 ％ R6 100.0 ％ R11 消防防災安全課

「愛媛県こども計画（R7～11）」目標指標一覧

基準値
（基準年度）

目標値
（目標年度）

参考資料
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目　標　指　標 担当課

9 県立学校等での非行防止教室の開催率 100.0 ％ R6 100.0 ％ R11 高校教育課

第４目標　「命の誕生」が心から祝福される”えひめ”

1 妊娠満11週以内の妊娠届出率 91.8 ％ R5 増加 R11 健康増進課

2 全出生数中の低出生体重児の割合 9.3 ％ R5 減少 R11 健康増進課

3 １歳６か月児健康診査の受診率 94.3 ％ R5 増加 R11 健康増進課

4 ３歳児健康診査の受診率 97.0 ％ R5 増加 R11 健康増進課

5 むし歯のない３歳児の割合 89.4 ％ R5 90.0
％
以
上

R11 健康増進課

6 周産期死亡率（出生千対） 2.9 R5 3.1 R11 健康増進課

7 新生児死亡率（出生千対） 0.3 R5 0.5 R11 健康増進課

8 乳児死亡率（出生千対） 1.9 R5 1.4 R11 健康増進課

9 不妊専門相談開設日数 98 日 R5 98 日 R11 健康増進課

10
新
規

妊産婦等生活援助事業所での支援内容に
満足した妊産婦の割合

― ％ R6 100.0 ％ R11 子育て支援課

第５目標　「希望する教育と育ち」が受けられる”えひめ”

1 認定こども園の認可・認定数 127
か
所

R６ 157
か
所

R11 子育て支援課

2
病児・病後児保育（ファミサポ事業［病児緊
急対策強化事業を含む］）延べ利用者数

11,949 人 R5 20,980 人 R11 子育て支援課

「愛媛県こども計画（R7～11）」目標指標一覧

基準値
（基準年度）

目標値
（目標年度）

参考資料
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目　標　指　標 担当課

3 一時預かりの延べ利用者数 427,857 人 R5 456,336 人 R11 子育て支援課

4
新
規

勤務保育士数（新配置基準に沿った保育を
実施するための必要数）

5,916 人 R6 7,000 人 (R8) 子育て支援課

5 子育て支援員認定数 1,686 人 R6 2,344 人 R11 子育て支援課

6
各私立幼稚園における子育て支援の取組
数の平均値

3 件 R6 3 件 R11 子育て支援課

7 待機児童数 0 人 R6 0 人 R11 子育て支援課

第６目標　「希望する教育と自立」を支援する”えひめ”

1 県立学校への学校評議員の設置率 100.0 ％ R5 100.0 ％ R11 高校教育課

2
公立小中学校における学校評議員（類似制
度含む。）の設置率

100.0 ％ R5 100.0 ％ R11 義務教育課

3 学校関係者評価の実施率（公立） 100.0 ％ R5 100.0 ％ R11 義務教育課

4
「えひめ学校教育サポーター」登録企業・団
体数

226 件 R5 238 件 R11 社会教育課

5 朝食を欠食する県民の割合（小学生） 7.4 ％ R6 0 ％ R11 健康増進課

6 学校の耐震化率（市町立小中学校） 80.3 ％ (H26) 100.0 ％
（市町に
よる）

義務教育課

7 県立学校の教室へのエアコン設置率 68.5 ％ R5 90.0 ％ R11 高校教育課

8
県立学校の普通教室における電子黒板の
整備率

100.0 ％ R6 100.0 ％ R11 高校教育課

9 放課後児童クラブの登録児童数 15,848 人 R5 16,700 人 R11 子育て支援課
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10 放課後子ども教室の設置数 132
か
所

R5 142
か
所

R11 社会教育課

11 放課後児童支援員数 1,223 人 R5 1,800 人 R8 子育て支援課

12 利用者支援事業実施か所数 31
か
所

R5 39
か
所

R11 子育て支援課

13 児童館の設置数 46
か
所

R5 46
か
所

R11 子育て支援課

14 えひめこどもの城の来園者数 386,270 人 R5 460,000 人 （R10） 子育て支援課

15
バリアフリー化に配慮した県営住宅戸数割
合

87.7 ％ R6 100.0 ％ R11 建築住宅課

16 十代の人工妊娠中絶率（人口千対） 3.8 R5 減少 R11 健康増進課

17 不登校児童数（公立小学校） 1,311 人 R5 減少 R11 義務教育課

18 不登校生徒数（公立中学校） 2,049 人 R5 減少 R11 義務教育課

19 不登校生徒数（県立高校等） 412 人 R5 減少 R11 高校教育課

第７目標　「修学・地域活動・就労・家庭生活を持つことで、ライフキャリアや子育てに夢」が感じられる”えひめ”

1 産業技術専門校における就職率 84.9 ％ R5 増加 R11 労政雇用課

2 県内大学新規卒業者の就職決定率（全体） 97.0 ％ R5 98.0 ％ R11 産業人材課

3
県内大学新規卒業者の就職決定率（県内就
職）

42.9 ％ R5 増加 R11 産業人材課

4 若年無業者の進路決定者数 101 人 R5 200 人 R11 労政雇用課
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5 えひめ結婚支援センターの成婚報告数 1,522 組 R5 2,120 組 (R8)
少子化対策・
男女参画室

第８目標　「家庭・地域の愛情」で育む”えひめ”

1
愛顔の子育て応援事業における紙おむつ購
入券の交付率

100.0 ％ R6 100.0 ％ R11
少子化対策・
男女参画室

2
家庭教育を支援する講座・学習会の開催回
数

360 回 R5 420 回 R11 社会教育課

3
「えひめ家庭教育サポート企業連携事業」協
定締結企業数

99
企
業

R5 129
企
業

R11 社会教育課

4 地域子育て支援拠点施設設置か所数 93
か
所

R5 93
か
所

R11 子育て支援課

5
LINE版愛顔の子育て応援サイト「きらきらナ
ビ」登録者数数

5,902 人 R6.12 7,000 人 R11
少子化対策・
男女参画室

6
LINE版愛顔の子育て応援サイト「きらきらナ
ビ」の男性利用者割合

19.0 ％ R6.12 20.0 ％ R11
少子化対策・
男女参画室

7 ファミリー・サポート・センターの設置か所数 13
か
所

R5 13
か
所

R11 子育て支援課

8
「えひめのびのび子育て応援隊」登録店舗
数

2,093 件 R5 2,400 件 R11
少子化対策・
男女参画室

9 就業支援講習会受講生の就業率 78.6 ％ R5 80.0 ％ R11 子育て支援課

10 自立支援教育訓練費受給者の就業率 100.0 ％ R5 100.0 ％ R11 子育て支援課

11 高等職業訓練促進給付金受給者の就業率 67.0 ％ R5 100.0 ％ R11 子育て支援課

12
ひとり親家庭学習支援ボランティアの実施市
町数

6
自
治
体

R６ 10
自
治
体

R11 子育て支援課
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第９目標　「子育てと仕事の両立」を実現する”えひめ”

1
仕事と生活の調和の実現が図られていると
感じる人の割合

35.0 ％ R6 向上 R11
少子化対策・
男女参画室

2 女性の平均勤続年数 10.2 年 R5 12.0 年 （R8）
少子化対策・
男女参画室

3 育児休業取得率

女性
87.1％
男性
28.5％

R5

女性
91.7％
男性
85.0％

(R8)
少子化対策・
男女参画室

4

男女の地位が平等と感じる人の割合（「平等
になっている」及び「どちらかといえばどちら
かの性が優遇されている」と感じる人の割合
の合計）

74.6 ％ R6 85.0 ％ （R12）
少子化対策・
男女参画室
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